
法第５４条の２に基づく整備・現車提示命令発令後の取扱いフローチャート
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期限を経過しても必要な整
備を行った自動車を提示し
ない場合、法第５４条の２
第４項違反　　　　　　　　　
（法第１０９条：罰金５０万円
　　　　　　　　　　　　　以下）
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（※）検査証と登録番号標を返納（抹消登録した場合を含む。）した日から起算。
　　　次の継続検査まで返納しなかった場合は、継続検査において検査証を返付しないこととし、登録番号
　標の返納があった日から起算。

当該自動車検査証を返納しない
場合、法第６９条第２項違反　
（法第１０８条：懲役６月以下　　
　　　 又は罰金３０万円以下）

登録番号標の領置を受けなかっ
た場合、法第２０条第２項違反　
（法第１０８条：懲役６月以下　　
　　　　又は罰金３０万円以下）
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指示に従わない場合、
法第５４条の２第１項後
段違反　　　　　　　　　
（法第１０９条：罰金５０
　　　　　　　　万円以下）
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使用停止命令に従わず、運行の用に
供した場合、法第５４条の２第６項違反
（法第１０８条：懲役６月以下又は　　　　
　　　　　　　　　罰金３０万円以下）

６月以内の一定期間（※）

使用停止を命ずる。（出頭しない場合は、命令書を郵送する。所在不名の場合は、公示する。）
この場合において、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○直ちに、検査証とナンバーを返付すべきこと。
○停止期間は、検査証を返付してから６月以内の一定期間とすること。　　　　　　　　　　　　　　
○使用停止期間内に保安基準に適合するに至らないときは適合に至るまでの間、運行の用に
　　供してはならないことを通告。
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整備をしなかった場合、
法第５４条の２第１項
違反　　　　　　　　　　
（法第１０９条：罰金５０
　　　　　　　　万円以下）
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保安基準に適合していないにも
かかわらず運行の用に供した場
合、法第５４条の２第７項違反
（法第１０８条：懲役６月以下又は
　　　　　　　　　罰金３０万円以下）


